
西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標１の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

第３次総合計画（案）

審議会委員調査 反映内容

修正なし
・「個人の努力」という点がわかりにくい。

１-１　一人ひ
とりが力を発
揮できるまち
を実現するた
めに

市民社会の成熟化に伴い、自分たちのまちは自分たちでつくってい
こうとする機運が高まってきています。一方、市民ニーズや地域課
題が多様化・高度化する中で、個人の努力や行政だけでは課題への
対応が難しくなりつつあり、より一層、多様な担い手が協働しなが
ら取り組んでいくことが求められています。
そのため、時代の変化にあわせた地域コミュニティのあり方を整理
し、様々な主体が連携する市民主体のまちづくりを推進します。ま
た、地域の多様な主体と行政が,共通する課題の解決や目標の実現に
向けて協力しあう協働のまちづくりに取り組みます。

１-２　誰も取
り残さない、
多様性のある
社会を実現す
るために

わたしたちのまわりには、様々な人が暮らし、働き、学び、支え
合って生きています。一人ひとりがかけがえのない存在であり、人
種、国籍、性別、年齢、信条、社会的身分などによって差別される
ことなく、平等な存在でなければなりません。
そのため、一人ひとりの人権が尊重され、互いに個性を認め合い、
誰もが自分の立場を意識することなく能力を発揮できるような社会
の実現に向けた取組みを進めます。また、外国人も地域コミュニ
ティの一員として安心して暮らし、共に支え合う多文化共生社会の
実現を目指します。

修正なし

市民がまちを支え、自分たちのまちを創っていくという市民主体の
まちづくりを推進しています。一方、市民ニーズや地域課題が多様
化・複雑化する中で、個人の取組や行政だけでは課題への対応が難
しくなりつつあり、より一層、多様な担い手が協働しながら取り組
んでいくことが求められています。
そのため、時代の変化にあわせた地域コミュニティのあり方を整理
し、さまざまな主体が連携する市民主体のまちづくりを推進しま
す。また、地域の多様な主体と行政が、共通する課題の解決や目標
の実現に向けて協力しあう協働のまちづくりに取り組みます。

わたしたちのまわりには、さまざまな人が暮らし、働き、学び、支
え合って生きています。一人ひとりがかけがえのない存在であり、
人種、国籍、性別、年齢、信条、社会的身分などによって差別され
ることなく、平等な存在でなければなりません。
そのため、一人ひとりの人権が尊重され、互いに個性を認め合い、
誰もが自分の能力を発揮できるような社会の実現に向けた取組を進
めます。また、外国人住民も地域コミュニティの一員として、文化
的ちがいを認め合い、ともに地域で暮らすことができる多文化共生
社会の実現をめざします。

１-３　市民の
ニーズに応
え、持続発展
する自治体で
あるために

市民の生活を支える自治体として持続的に発展していくためには、
市内に暮らす市民の声に耳を傾け、寄り添いつつ、限られた財源の
中で、将来にわたり安定した行財政運営を行っていくことが必要で
す。
そのため、様々な媒体や技術を駆使し、市の施策や事業などをわか
りやすく市民に伝えるとともに、デジタル化による行政サービスの
向上に取り組みます。
また、市の財政状況は恒常的に厳しい状況が続いており、長期的な
展望と戦略を持ち、複雑多岐にわたる行政課題やデジタル化などの
新たな技術に対応できる市職員の育成や、行財政改革による事業の
効率化や柔軟な組織づくりなど、様々な取組により持続可能で、自
立的な自治体経営を進めます。

修正なし

市民の生活を支える自治体として持続的に発展していくためには、
市民ニーズの把握や市の取組の評価・見直しなどにより、限られた
財源の中で、将来にわたり安定した行財政運営を行っていくことが
必要です。
そのため、さまざまな媒体や技術を駆使し、市の施策や事業などを
わかりやすく市民に伝えるとともに、デジタル技術やデータなどを
活用して、行政サービスの向上や行政の効率化に取り組みます。
また、長期的な視点で、多岐にわたる行政課題や急速に進展するデ
ジタル化などに対応できる市職員の育成や柔軟な組織づくり、行財
政改革による業務の効率化や民間企業との連携など、さまざまな取
組により持続可能で自立的な自治体経営を進めます。

第１２回総合計画策定審議会
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西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標２の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

２-２　健やか
に子どもを産
み育てられる
ために

地域のつながりの希薄化等により、身近に相談できる相手がいな
い、いわゆる「育児の孤立化」や、子育ての知恵や経験が伝承され
にくくなった結果、子育てに不安を抱える家庭が増加しています。
また、仕事と子育てを両立できる環境の十分でないこと等から、子
どもがほしいという希望を叶えにくくなっています。
子どもを産み育てたいと願う人が、安心して子育てできるよう、子
育て世帯が直面する様々な困難に寄り添い、妊娠期からの切れ目な
い支援の充実に取り組みます。また、特に支援を必要とする子供や
家庭に目を向け、子育てに関する負担や不安を解消するための取組
を進めます。
また、市民活動団体や関係機関などと連携して、子育て家庭を支援
するためのサービスや保育園、学童クラブなどの環境整備、支援体
制の強化を図るとともに、これから社会で活躍していく若者に注目
した支援体制の構築を図ります。

修正なし

地域のつながりの希薄化等により、身近に相談できる相手がいない
状況や、子育ての知恵や経験が伝承されにくくなった結果、子育て
に不安を抱える家庭が増加しています。また、仕事と子育てを両立
できる環境が十分でないこと等から、子どもがほしいという希望を
叶えにくくなっています。
子どもを産み育てたいと願う人が、安心して子育てできるよう、子
育て世帯が直面する課題に寄り添い、妊娠期からの切れ目ない支援
の充実に取り組みます。また、特に支援を必要とする子どもや家庭
に対して、子育てに関する負担や不安を解消するための取組を進め
ます。
また、子育て家庭を支援するためのサービスや保育機能の更なる充
実など、支援体制の強化を図ります。

第３次総合計画（案）

審議会委員調査 反映内容

・基本施策2-1、2-3の見出しについて、2-1「のびのびと生きていけ
る」、2-3「生きる力を身につける」 という表記は、イメージが重
なっているように感じる。

・基本施策2-1で触れている子どもの心身の安全と健全を担保するこ
とは、文中でも表現されているように最も重要な深刻な課題であ
り、そのことに集中した施策を記載するのが良いと思う。
（⇒困難を抱える子どもに対する施策を、3次の計画では新設する。
）

・基本施策2-1と2-3はともに子どもの成長を目標に掲げているが、
二つの違いがやや不明確に感じる。意見を表明する機会や多様な社
会活動に参画する機会は生きる力を身につけることに繋がると思
う。
（⇒基本施策2-3は、学校教育や学校と地域の連携による、子どもの
成長に関する施策を束ねる基本施策としている）

２-３　子ども
が生きる力を
身につけられ
るために

予測困難なこれからの時代において、子どもたちは、社会の変化を
柔軟に受け止め、様々なことに粘り強く挑戦し、自ら学び続けてい
く姿勢を身につけていく必要があります。また、一人ひとりが個性
や能力を最大限に伸ばし、人生を選択できるような素地を養うこと
が求められています。
そのため、一人ひとりが最適な学びを受けられるよう、教育内容の
充実や学校教育環境の向上等に取り組みます。また、子どもたちの
成長のためには、学校だけでなく、家庭や地域が果たす役割が大き
く、それぞれが互いに連携し、社会全体で子どもを育む環境づくり
に取り組みます。

修正なし

２-１　子ども
がのびのびと
成長していけ
るために

子どもを取り巻く環境は、少子化や核家族化などの問題に加え、児
童虐待、いじめ、自殺、不登校の深刻化なども深刻な社会問題と
なっています。全ての子どもは、自立した個人として健やかに成長
することができ、心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、
その権利が守られなければなりません。また、子どもたちが創造性
豊かに育つためには、学校などでの学びや遊びに加え、他世代との
かかわりや、地域社会とのつながりをもつことが大切です。
そのため、子どもが意見を表明する機会や多様な社会的活動に参画
する機会を充実するとともに、一人ひとりがもって生まれた個性や
能力が尊重され、十分に伸ばしていける環境づくりに取り組みま
す。

予測困難なこれからの時代において、子どもたちは、社会の変化を
柔軟に受け止め、さまざまなことに粘り強く挑戦し、自ら学び続け
ていく姿勢を身につけていく必要があります。また、一人ひとりが
個性や能力を伸ばし、自らの希望や意思に基づいて、人生を選択で
きるようになることが求められています。
そのため、一人ひとりが最適な学びを受けられるよう、教育内容の
充実や学校教育環境の向上等に取り組みます。また、子どもたちの
成長のためには、学校だけでなく、家庭や地域が果たす役割が大き
く、それぞれが互いに連携し、社会全体で子どもを育む環境づくり
に取り組みます。

子どもを取り巻く環境は、少子化や核家族化などの問題に加え、児
童虐待、いじめ、自殺、不登校、貧困の深刻化などが、社会問題と
なっています。全ての子どもは、心身の状況や置かれている環境等
にかかわらず、自立した個人として健やかに成長することができる
権利が守られなければなりません。また、子どもたちが創造性豊か
に育つためには、学校などでの学びや遊びに加え、他世代とのかか
わりや、地域社会とのつながりをもつことが大切です。
そのため、子どもが意見を表明する機会や多様な社会的活動に参画
する機会を充実するとともに、個性や能力が尊重され、伸ばすこと
ができる環境づくりや、子どもが安心して過ごし、遊び、学び、活
動できる居場所づくりに取り組みます。
さらに、子どもの最善の利益を確保する観点から、子どもや保護者
の置かれた状況や心身の状態を的確に把握した上で、総合的な支援
を行っていきます。

２-１　子ども
がのびのびと
生きていける

ために



西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標３の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

・最終行の「地域において支える」について、「支える」は、弱い
方々に付き添って助けるという印象にも感じるので、「後押しす
る」や「応援する」という表現はいかがか。

３-２　いつま
でも健康で元
気に暮らすた
めに

年々、人々の寿命が延び「人生100年時代」が到来する中、誰もが健
康で生きがいを持って暮らし、人と交流し、自ら活躍できる仕組み
や環境が整った地域の実現が求められています。
市民が元気に暮らすためには、健康づくりが不可欠です。健康で自
立した生活をおくることができるよう、市民の健康づくりをサポー
トするとともに、高度医療や救急医療などにも対応した地域の保
健・福祉・医療の連携による効果的なサポート体制を構築し、関係
機関との広域的な連携の向上を図ります。
また、高齢者や障害者が地域コミュニティの一員として地域活動や
就労を通して社会参加ができるよう、地域において支える仕組みの
構築を目指します。

修正なし

人生100年時代に本格的に突入するなか、市民がより長く元気で暮ら
していくためには、日常的に個人の心身の健康を保つことが求めら
れており、予防・健康づくりの取組をさらに強化していくことが必
要です。
そのため、地域の保健・福祉・医療等の連携を一層図るとともに、
関係機関と連携し、市民の健康を支える仕組みの構築をめざしま
す。
また、高齢者や障害者が地域コミュニティの一員として地域活動や
就労を通して社会参加ができるよう、地域において後押しする仕組
みの構築を目指します。

審議会委員調査 反映内容

第３次総合計画（案）

３-１　人や地
域とつなが
り、安心して
暮らし続ける
ために

高齢者や障害者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるためには、制度や分野の「縦割り」や「支え手」「受け手」
という関係を超えて、人と人、人と資源がつながり、地域を共につ
くっていく地域共生社会の実現が必要です。
そのため、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、福祉
サービスの充実を図るとともに、地域全体で見守り・支え合う体制
を整えます。
また、社会福祉協議会やＮＰＯ、市民活動団体、福祉事業者などの
関係機関との連携を強化し、サポート体制を充実させるとともに、
必要な情報発信の工夫や互いに顔の見える緩やかなつながりによ
り、困ったときに相談できる仕組みづくりを進めます。

３-１　人や地
域とつなが
り、安心して
暮らすために

本市においては、今後、人口が減少に転じることが予測されている
一方で、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯、障害者世帯が増加し
ています。高齢者や障害者がいつまでも住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるためには、制度や分野の「縦割り」や「支え手」
「受け手」という関係を超えて、人と人、人と資源がつながり、地
域を共につくっていく地域共生社会の実現が必要です。
そのため、高齢者や障害者などが孤立しないよう、地域全体で見守
る体制を整えるとともに、利用者が主体的にサービスの選択ができ
るように、福祉サービスの充実や地域基盤の整備、介護予防の強化
などに取り組みます。
また、社会福祉協議会やＮＰＯ、市民活動団体、福祉事業者などの
関係機関との連携を強化し、生活のための相談、アドバイスなどの
サポート体制を充実させるとともに、互いに顔の見える緩やかなつ
ながりにより、困ったときには相談できる関係づくりを進めます。



西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標４の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

第３次総合計画（案）

・まちづくりの課題では、省エネルギーや再生可能エネルギーの利
活用の前に 「これまで以上に」 が記載されている。温暖化対策
を、どのように加速させるかが課題としてあるため、基本施策でも
記載してはいかがか。

・「また、次世代を担う子どもをはじめ、一人ひとりの環境意識を
高め、市民、事業者、行政などが一丸となって環境保全に取り組み
ます。」の表記について、
一丸となって取り組むことが施策なるのか。（課題が一丸となれて
ないということか）

・まちづくりの課題では、環境意識や環境教育の水準を課題として
いる。 これが課題であれば、文が逆転して、“一丸と取り組めるよ
う意識や教育を高める”であるべき。

４-２　持続可
能な環境に配
慮した社会を
確立するため
に

大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、ごみ対策などの身近な環境問題
や、地球温暖化などの地球規模の問題は、わたしたちの生活や事業
者の経済活動から生じる環境負荷に起因します。地域における環境
保全を進めるためには、市民のライフスタイルや事業者の経済活動
を見直し、社会全体で環境負荷の削減に取り組まなければなりませ
ん。
そのため、SDGsの実現に向けた取組とあわせて、様々な主体と協
力・連携しながら、省エネルギーや再生可能エネルギーの利活用、
リユース・リサイクルその他の環境配慮行動を促進する取り組みを
行います。
また、次世代を担う子どもをはじめ、一人ひとりの環境意識を高
め、市民、事業者、行政などが一丸となって環境保全に取り組みま
す。

修正なし

大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、ごみ対策などの身近な環境問題
や、地球温暖化などの地球規模の問題は、わたしたちの生活や事業
者の経済活動から生じる環境負荷に起因します。地域における環境
保全を進めるためには、市民のライフスタイルや事業者の経済活動
を見直し、社会全体で環境負荷の削減に取り組まなければなりませ
ん。
そのため、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組とあわせて、さ
まざまな主体と協力・連携しながら、これまで以上に省エネルギー
や再生可能エネルギーの利活用、リユース・リサイクルその他の環
境配慮行動を促進する取組を行います。
また、次世代を担う子どもたちをはじめ、市民、事業者、行政が、
それぞれの立場で適切な行動が行えるよう、一人ひとりの環境意識
を高める普及啓発や環境教育に取り組みます。

審議会委員調査 反映回答

４-１　身近に
自然を感じ、
触れ合えるた
めに

まちのみどりはわたしたちの暮らしや生活に安らぎや潤いをもたら
します。
本市は、都心に近いながらも比較的みどりに恵まれていますが、近
年は宅地化などが進み、徐々に農地が減少しています。
そのため、市民参加によるみどりを保全・活用する仕組みや公園・
緑地などの充実を進めるとともに、道路や公共施設の緑化の推進な
どにより、みどりの空間の創出を図ります。
また、日常生活の中で自然や生物とふれあえるような人と自然環境
が共生するまちづくりを進めます。

修正なし

まちのみどりはわたしたちの暮らしや生活に安らぎや潤いをもたら
します。
都心に近いながらも比較的みどりに恵まれていますが、近年は宅地
化などが進み、徐々に農地が減少しています。
そのため、市民協働のほか、農業者、市内団体、民間企業、大学と
の協働・連携による、みどりを保全・活用する仕組みや公園・緑地
などの充実を進めるとともに、街路空間や公共施設の緑化の推進な
どにより、みどりの空間の創出を図ります。
また、日常生活の中で自然や生物とふれあえるような人と自然環境
が共生するまちづくりを進めます。

・みどりの保全・活用は、市民参加のみが手段として記載されてい
るが、まちづくりの課題では、農業者、市内団体、民間企業、大学
との協働、連携によるみどりの継承が書かれている。



西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標５の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

近い将来に発生が危惧されている首都直下地震等の地震災害、台風
や気候変動の影響等による局地的大雨などの風水害だけでなく、身
近で発生し得る犯罪や交通事故など、わたしたちの安全・安心を脅
かすリスクが懸念されています。
誰もが安全に、安心して暮らしていくために、行政による「公助」
だけではなく、市民が備える「自助」や地域での取組による「共
助」の意識の向上を図ります。また、防災基盤の整備・防災訓練な
ど災害時を想定した迅速な対応ができるよう、市民や各団体、関係
機関と連携した防災対策に取り組みます。
地域の生活や活動にかかわる学校、企業、行政機関、ＮＰＯ、市民
活動団体などが連携を強化し地域の絆づくりや助け合いの意識を育
み、防犯や交通安全、消費者トラブルの防止を進めます。

・消費者トラブル防止に関する事業（相談窓口）が関連してくるた
め、記載を追加してはいかがか。

第３次総合計画（案）

修正なし

地域の特徴と調和のとれたまちなみは、誰にとっても利用しやすく
住みよいまちであるとともに、愛着や誇りのもてるまちとなりま
す。みどりが感じられる住みやすい魅力ある住環境を確保し、市民
が安全で、安心して快適に暮らせるまちをめざして、ゆとりあるま
ちづくりを進めます。
多くの人が集まる駅周辺では、市内外とつながり、地域の特色を活
かしつつ、快適なまちづくりを進め、にぎわいと交流があるまちづ
くりをめざすほか、市内の交通体系を整理し、誰もが日常生活で利
便性、快適性を享受できる交通環境づくりを進めます。
また、幹線道路の整備をはじめ、ユニバーサルデザインを取り入れ
た、安全で歩きやすい道路環境や交通網の整備とともに、老朽化が
進む都市基盤については、計画的な更新や長寿命化に取り組みま
す。

審議会委員調査 反映内容

・「地域と調和のとれたまちなみ」の表記について、何と何が調和
するのかが不明確。
 （修正案、「地域の特徴と調和のとれたまちなみ」）

・「ユニバーサルデザインの配慮を行う」は、「配慮」だけでな
く、「取入れ」としてはいかがか。

５-２　安全な
まちづくりと
暮らしのため
に

発生が危惧されている首都直下地震や南海トラフ地震、気候変動の
影響等による台風や集中豪雨による風水害などの自然災害だけでな
く、誰もが被害者になり得る消費者トラブルなどの犯罪や交通事故
など、わたしたちの暮らしを脅かすリスクは様々です。

誰もが安心して暮らし続けられるために、行政による公助だけでは
なく、市民自らによる自助や地域による共助の意識の向上、防災基
盤の整備や防災訓練、災害時を想定した迅速な対応の検討などを進
め、市民や団体などと行政や関係機関が連携した防災対策に取り組
みます。

また、防犯や交通安全の面では、地域の生活や活動にかかわる学
校、企業、行政機関、ＮＰＯ、市民活動団体などが連携し地域の絆
づくりや助けあいの意識を育み、犯罪や交通事故などの起きにくい
まちづくりに取り組みます。

５-２　安全・
安心なまちづ
くりと暮らし
のために

５-１　快適で
魅力的な都市
空間で暮らす
ために

地域と調和のとれたまちなみは、だれにとっても利用しやすく住み
よいまちであるとともに、愛着や誇りのもてるまちとなります。住
みやすい魅力ある住環境を確保し、市民が安全で快適に暮らせるま
ちをめざして、地域の特徴を活かしたまちづくりを進めます。
また、生活道路と幹線道路などの整備、安全で歩きやすい道路環境
や交通網の整備によりユニバーサルデザインの配慮を行うととも
に、老朽化が進む都市基盤については、計画的な更新や長寿命化に
取り組みます。
公共交通については、市内の交通体系を整理し、だれもが日常生活
で利便性、快適性を享受できる交通環境づくりを進めます。
多くの人が集まる駅周辺については、地域の特色を活かしつつ、快
適な都市整備を進め、市外からの集客につながるような特徴あるま
ちづくりに取り組みます。



西東京市第３次総合計画　基本施策（案）

（基本目標６の基本施策）

見出し
（修正前）

文章（修正前）
見出し

（修正後）
文章（修正後）

学習活動などの支援については、未来を見据えた活用が求められて
いるのではないか。次の10年の意識も必要。（基本理念にも通じ
る）
文化財は保護だけではなく、地域資源として広く紹介も必要。

審議会委員調査 反映回答

第３次総合計画（案）

６-３　多様な
学びと文化・
スポーツが息
づくために

自分自身の能力の向上や心の豊かさを高めるために、学校教育以外
の場での学習機会や文化芸術やスポーツ活動に親しめる環境づくり
が求められています。
また、時代の変化に対応するためにも、だれもが生涯を通して学習
したり、芸術にふれたり、文化活動やスポーツ・レクリエーション
活動が行えるように、学習活動や公民館活動の支援、図書館サービ
スの利用環境の向上、文化芸術活動の支援、文化財の保護、スポー
ツ環境の整備などに努めます。
さらに、学習や活動の成果を地域に還元し、地域課題の解決や地域
コミュニティの形成に寄与する仕組みづくりを進めます。

修正なし

６-２　地域性
を活かして人
が集う魅力的
なまちになる
ために

本市は、交通の便がよく都心に比べて比較的みどりも多く残されて
いるという地域性をもっています。また、自然や歴史・文化などの
地域資源を多く有しており、その魅力を市内外に広くアピールする
ことが求められています。
そのため、市内に存在する資源の新たな発掘や魅力の再発見などに
取り組み、これらの地域資源を活かしたブランド化を進めます。ま
た、様々な媒体の特性を活かした市内外への情報発信や戦略的なシ
ティプロモーションに取り組みます。

修正なし

６-１　まちの
産業が活力を
発揮し活躍す
るために

本市には、豊かな土壌を活かした農業、５つの駅を中心とした商店
街、独自技術を持った中小企業など、地域とともに発展してきた産
業がありますが、新型コロナウイルス感染症や物価高騰による影響
や、新たな生活様式に対応した働き方の変化だけでなく、後継者不
足や事業承継など、様々な課題を抱えています。地域全体の活力の
源である市内産業を活性化することで、地域にヒト・モノ・カネの
好循環を生み出す効果が期待できます。
そのため、持続可能な農業経営や生産性の向上に向けた支援を行
い、都市と農業が共存するまちづくりを展開します。また、市内事
業者が事業を継続するための支援を行うとともに、地域の特色を活
かした魅力ある商店街づくりや起業・創業支援の充実、空き店舗等
の資源の活用等により、市民に必要とされる産業が育ち・育てるま
ちづくりを進めます。

修正なし

豊かな土壌を活かした農業や地域の特色を活かした商店街、独自技
術を持った中小企業など、地域とともに発展してきた産業等があり
ますが、新型コロナウイルス感染症や物価高騰による影響、新たな
生活様式に対応した働き方の変化、後継者不足や事業承継など、さ
まざまな課題を抱えています。地域全体の活力の源である市内産業
を活性化することで、地域にヒト・モノ・カネの好循環を生み出す
効果が期待できます。
そのため、持続可能な農業経営や生産性の向上に向けた支援を行
い、都市と農業が共生するまちづくりを展開します。また、市内事
業者の経営基盤強化に向けた支援を行うとともに、魅力ある商店街
づくりや、起業・創業支援の充実、空き店舗等の資源の活用、事業
者や起業者同士をつなぐ交流の場の支援など、市民や事業者がとも
に地域で産業を生み・育てるまちづくりを進めます。

4行目の「様々な課題を抱えています」の主語が不明確。

都心へのアクセスが良く利便性が高い一方で、まちなかに農地や公
園が点在し、身近なみどりを感じられるまちです。また、歴史・文
化資源や豊かな人的資源にも恵まれており、それらの魅力を市内外
に発信し、積極的にＰＲしていくことが求められています。
そのため、市内に存在する資源の新たな発掘や魅力の再発見に取り
組み、これらの地域資源を活用し、本市の良さや価値を一層高めて
いきます。また、さまざまな媒体の特性を活かした、市内外への情
報発信や戦略的なシティプロモーションに取り組み、認知度の向上
を図ります。

市民一人ひとりが、自己の能力や個性を伸ばし、心の豊かさを高め
られるよう、生涯にわたって健康で生きがいのある人生を送るため
に学校教育以外の場での学習機会や文化芸術、スポーツ活動に親し
める環境づくりが求められています。
そのため、多様化する学習ニーズに応えられるよう、学習活動や公
民館活動の支援、図書館サービスの利用環境の向上を図るととも
に、文化芸術活動の支援、文化の伝承や文化財の保存・活用、ス
ポーツ環境の整備などに努めます。
さらに、生涯学習を通じた、市民の地域社会への参加意識を醸成
し、学習成果を活かした地域活動を推進する仕組みづくりを進める
とともに、文化芸術やスポーツ、教育などさまざまな分野が連携す
ることで、魅力あふれるまちづくりを進めます。

「ブランド化を進める」の表記について、意味が伝わりづらいので
はないか。


